
【募集人員】30名様（最小催行人数15名様） 【利用ホテル】日程表に記載【添乗員】同行します【利用航空会社】日本航空

日次 月日 都市 交通手段 現地時間 行動予定 食事

1

2

3

4月13日

（土）

8:55

10:10

午前

午後

ANA-281

専用バス

（所要30分）

朝：×

昼：鳴門うどん

夕：イタリアン

(グランドエクシブ鳴門 泊）

全日空にて徳島へ

鳴門市へ

鳴門市賀川豊彦記念館

大塚国際美術館見学　13:30～16:30

羽田発

徳島着

鳴門

4月14日

（日）

8:30

10:00

11:00

午後

17:30

専用バス

フェリー
朝：ホテル

昼：洋食

夕：和洋会席

朝：ホテル

昼：生素麺御膳

夕：×

(オリビアン小豆島夕陽ケ丘ホテル 泊）

ホテル出発　高松へ　（所要75分）

フェリーにて小豆島へ

昼食後、小豆島島内見学

二十四の瞳映画村～醤の郷～オリーブ公園

“オリーブオイル講習会＆バイブルトーク” by 久米小百合

ホテル着

夕食後“久米小百合ミニコンサート”

鳴門

高松港

土庄港

4月15日

（月）

8:30

14:20

14:55

17:10

18:35

専用バス

高速船

専用バス

JAL-484

エンジェルロード見学

日本三大渓谷美と称される寒霞渓

オリーブ園にて平和の十字架塔見学と昼食後、土庄港へ

昼食後、高速船にて高松へ

高松空港へ（所要40分）

日本航空にて羽田へ

小豆島

土庄港

高松港

高松発

羽田着

3 日間

土 月2024.4/13  　　4/15

【旅行企画・実施】株式会社トラベリオ　【後援】（一社）小豆島観光協会　【協力】クリスチャン映画を成功させる会/ライフ・クリエイション

久米小百合さんと行く久米小百合さんと行く
大塚国際美術館と小豆島を訪ねて大塚国際美術館と小豆島を訪ねて

1979～84年、久保田早紀として音楽活動。
デビューシングル『異邦人』は日本語ポップスを語る上で欠かせない
マスターピースとして今でも多くの音楽ファンに愛され続けている。
1985年音楽家・久米大作氏と結婚し久保田早紀としての音楽活動
を引退。
以後は主にキリスト教会やミッションスクールを中心に、教会音楽家
として、音・言葉・絵画を組み合わせた新しいスタイルのチャペルコ
ンサートを行っており教会音楽の世界に奥行きと創造性を持たせる
ものとして高い評価を得ている。
 2007年から2010年まで日本聖書協会の親善大使を務める。

久米小百合（くめさゆり）
旅行代金 ※2名1室利用の1人あたり

134,000円
143,000円
157,000円

●羽田空港使用料 740円
●一人部屋利用追加料金 12,000円

30名様参加の場合

20名様参加の場合

15名様参加の場合

現地参加の場合

▶

▶

▶

お申込み
締切日

2024年
2月15日

システィーナ・ホール（大塚国際美術館） スクロヴェーニ礼拝堂壁画
（大塚国際美術館）

オリーブ公園

寒霞渓

エンジェルロード

※画像は全てイメージです

photo©(一社)小豆島観光協会

photo©(一社)小豆島観光協会

「アメイジンググレイス」「Jesus loves me.主我を愛す」
「いつくしみ深き」他、オリジナル曲

photo©cubic-ttphoto©cubic-tt

上記代金より△30,000円

ミュージックミッショナリー（音楽宣教師）/オリーブオイル アドバイザー

受注型企画旅行

大塚国際美術館解説

photo by 663highland  CC-BY-SA photo by Kzaral  CC-BY-SA

吉田 実（牧師、美術家）
1960年、神戸市に生まれる。京都精華大学
美術学部で洋画を学び、卒業後は神戸市立
中学校の美術科教諭として11年間勤める。そ
の後献身の志が与えられ神戸改革派神学校
で学ぶ。卒業後、日本キリスト改革派神戸長
田教会の牧師として23年間勤め、その後改革
派但馬みくに教会の牧師となり現在に至る。 



2024年4月13日

<個人情報の取扱について> 当社は「個人情報の保護に関する法律」並びに「当社個人情報保護方針」に基づき、お客様の個人情報を次のようにお取扱いし、保護に努めております。１）ご旅行の申込等にあたり当社
にご提供いただいた個人情報の一部を個人データとして保有しています。２）当社は旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただく他、申込いただ
いた旅行において運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

羽田

■国内旅行傷害保険 国内旅行傷害保険に　　加入する　　 加入しない

※加入されない場合は、下記の該当番号に○印をつけ、確認のご署名をお願いします

１．他の保険代理店に加入する　(保険会社：　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．国内旅行傷害保険に加入しない ご署名

参加ツアー名

出発日

フリガナ

生年月日 　　　　年　　　月　　　日 （西暦　　　　　　　　年）

氏　名
所属教会

あり
教会名（　　　　　　　　　）

なし

氏名（フリガナ） 住　所 続柄

お名前

フリガナ

現住所

電話番号　　　　　　（　　　　　　　）

電話番号　　　　　（　　　　　）

男　・　女

性別

〒

〒旅行中の
連絡先

1人部屋希望 同室希望あり ・  なし

出発地

メール
アドレス

様

お申し込み締切日：2024年2月15日【旅行申込書】　　　年　　　 月　　　日

久米小百合さんと行く 大塚国際美術館と小豆島を訪ねて　3日間

ご旅行条件（抜粋）お申し込みの際には別途詳細旅行条件書をお受け取りになり、必ずご確認下さい。ご旅行条件（抜粋）お申し込みの際には別途詳細旅行条件書をお受け取りになり、必ずご確認下さい。

観光庁長官登録旅行業2088号/ＪＡＴＡ正会員 総合旅行業務取扱管理者：米村道章　

FAX:03-6264-3406
〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル601

【お申込・お問い合わせ】株式会社トラベリオ

■旅行契約の申し込み

■受注型企画旅行契約：この旅行は、株式会社トラベリオ（以下「当社」という）が企画・
実施するもので、お客様は当社と受注型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結
することになります。

■旅行契約成立時点：旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金
（お支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。
■お支払い対象旅行代金：「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に記載
された金額（以下「表示代金」という）と後記「追加代金」の合計額から後記「割引代金」
を差し引いた金額（以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」という）をいいます。また
この「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更保証金」のお払いの際の基準となります。
■「表示代金」に含まれるもの（一部例示）：以下のものが含まれています。（いずれも受
注型企画旅行中または旅行日程として表示されたもの）①航空運賃②送迎・移動のバス
等の代金③観光・視察に係る代金④ホテル宿泊代金⑤食事代金⑥コンダクター同行代金
⑦受託手荷物運搬代金
■「表示代金」に含まれないもの（一部例示）：①渡航手続諸経費（旅券・査証取得費用
等）②国内の自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等③国内における空港施設使用
料④規定の重量・容積・個数の超過による超過手荷物料金⑤クリーニング、電話料、ホテ
ルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用⑥傷害・疾病に関す
る医療費等⑦国外の空港税・出国税等⑧「オプショナルツアー」等と呼称し、現地にて他
社等が希望者のみを募って実施する小旅行⑨ミサ献金
■追加代金（一部例示）：①お客様の希望により1人（2人）部屋を1人で使用することを保
証するための追加代金②1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋
を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋
を1人で使用した際に係る1人部屋追加代金
■旅行代金のお支払い：申込時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期
日（原則として21日前）迄にお支払いいただきます。

■旅程補償：当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の
率を乗じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは別途交付する詳細旅行条件書でお
確かめください。
■旅行条件要旨基準日：この旅行条件要旨の基準日は2023年8月8日です。また、旅行代金
は2023年8月8日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算
出しています。
■その他：旅行開始日に満2才以上12才未満の方はこども旅行代金が適用されます。

旅行代金の額 15万円以上20万円未満 申込金の額（おひとり） 30,000円

■国内旅行に係る取消料

旅行代金の30%

旅行代金の40%

旅行代金の50%

旅行代金の100%

当該船舶に係る取消料
の規定によります。

旅行代金の20%

（一）次項以外の受注型企画旅行契約

（二）貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約

備考（一）取消料の金額は契約書面に明示します。（二）本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、
別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降を
いいます。

区　分 取消料

イ　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目（日帰り旅行にあっては
　　 十日目）に当たる日以降に解除する場合（ロからホまでに掲げる場合を除く。）

ロ　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に
　　 解除する場合（ハからホまでに掲げる場合を除く。）

ハ　旅行開始日の前日に解除する場合

二　旅行開始日当日に解除する場合（ホに掲げる場合を除く。）

ホ　旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

0120-106-750
e-mail:tokuya＠travelio.jp

現地参加

大正

昭和

平成

■旅行契約の解除：お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくこと
により旅行契約を解除できます。

【旅行企画・実施】株式会社トラベリオ 【後援】（一社）小豆島観光協会 【協力】クリスチャン映画を成功させる会/ライフ・クリエイション
HPからの
お申し込みは
こちらから▶▶

二十四の瞳映画村
（イメージ）

photo©二十四の瞳映画村 photo by 663highland  CC-BY-SAphoto by 663highland  CC-BY-SA

鳴門市賀川豊彦記念館
（イメージ）

醤の郷
（イメージ）


